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２０１６年１０月１日から、社会保障に関する日本

国とインド共和国との間の協定（以下「協定」といい

ます。）が発効いたしました。 

協定の発効により、インドに駐在員を派遣している

日系企業にとって負担となっていた日本・インド両国

への社会保障制度への加入義務が緩和され、インドの

社会保険に係る保険料の掛け捨ての問題が解消される

ことになりました。 

本稿では、インドの社会保障制度と協定発効前の問

題点についてご説明すると共に、協定の下での日本・

インドの法令の適用関係や、協定発効による変更点に

ついて解説いたします。 

 

 

１ インドの社会保障制度と協定発効前の問題点 

インドの社会保障制度としては、主に「１９５２年

被雇用者積立基金雑則法」（Employees’ Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952）が定め

る、積立基金制度（Employees’ Provident Funds 

Scheme）（以下「EPF」といいます。）と年金制度

（Employees’ Pension Scheme）（以下「EPS」とい

います。）が挙げられます。 

協定発効前は、社会保障制度への強制加入を定める

日本・インド両国のそれぞれの法令の適用関係を調整

するルールがなかったため、インドの日本人駐在員は、

日本の厚生年金保険に加入するのみならず、インドの

社会保障制度への加入が義務付けられていました（二

重加入の問題）。 

また、EPF については、積立基金を引き出すための

要件として、対象者が５５歳に達していることが要求

されていたため、対象者は、駐在終了後直ちに積立基

金を引き出すことができませんでした。加えて、EPS

については、１０年以上の加入期間がなければ、年金

の支払はないとされていたため、駐在期間が１０年に

満たない場合は、保険料の掛け捨てが生じていました

（保険料掛け捨ての問題）。 

そこで、上記の各問題を解消し、両国の企業の負担

を軽減することにより、両国間の人的・経済的交流を

一層促進することを目的として、２０１２年１１月１

６日に協定が締結され、今般、発効に至りました。 

 

２ 協定発効による変更点 

（１）二重加入の問題について 

  協定では、一方の締約国の領域内において被用者と

して就労する者については、その被用者としての就労

に関し、原則として、当該一方の締約国の法令のみが

適用されると定められていますi。そのため、インド

の日本人駐在員には、インドの法令のみが適用される

のが原則です。 

  ただし、協定には例外が定められており、一方の締

約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、当該一方の

締約国の領域内に事業所を有する雇用者に当該領域内

において雇用されている者が、当該雇用者により当該

一方の締約国の領域から他方の締約国の領域内におい

て当該雇用者のために就労するよう派遣される場合は、

その派遣の期間が５年を超えるものと見込まれないこ

とを条件として、その被用者が当該一方の締約国にお

いて就労しているものとみなして当該一方の締約国の

法令のみが適用されますii。すなわち、日本の厚生年

金保険に加入し、かつ日本に事業所を有する企業に雇

用されている従業員が、インドに派遣される場合は、

派遣期間が５年を超えないと見込まれる場合はインド

の社会保険には加入する必要がないとされています。  

日印社会保障協定の発効について 

海外法務・ニューズレター（インド） Ｖｏｌ．２２ 
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 また、もう一つの例外として、派遣期間が５年を超

える場合であっても、日本・インド双方の権限のある

当局又は実施機関が、当該派遣に係る被用者に対して

一方の締約国の法令のみを引き続き適用することにつ

いて合意した場合は当該締約国の法令のみが適用され

ることとなりましたiii。そのため、今後日系企業から

インドへ派遣される駐在員については、派遣期間が５

年を超える場合であっても、日本・インドの当局又は

実施機関がその被用者について日本の厚生年金保険法

のみを適用することを合意した場合は、インドの社会

保険への加入は不要となります。 

  以上の内容を整理すると、下表のとおりとなります。 

 

協定発効前 協定発効後 

（インドへの派遣期間

が５年以下か否かを問

わず）日本の厚生年金

保険のみならず、イン

ドの社会保障制度への

加入が必要 

【インドへの派遣期間が

５年を超えるものと見込

まれない場合】 

日本の厚生年金保険に加

入していればインドの社

会保障制度への加入義務

はなし。 

【インドへの派遣期間が

５年を超えて継続される

場合】 

日本及びインドの権限の

ある当局又は実施機関

が、当該派遣に係る被用

者に対して、日本の法令

のみを引き続き適用する

ことについて合意した場

合は、インドの社会保障

制度への加入義務はな

し。 

 

なお、２０１６年１０月１日以前に、既にインドへ

派遣されている日本人駐在員については、経過措置と

して、５年の派遣期間の起算点を一律で２０１６年１

０月１日からとする旨の規定が設けられているため、

２０１６年１０月１日から５年間は、EPF や EPS への

加入義務が免除されることになりますiv。 

 

（２）保険料掛け捨ての問題について 

協定発効前は、インドの日本人駐在員は、所属する

企業の規模や駐在期間に関わらず、着任した日から

EPF 及び EPS への加入が義務付けられていました。

そのため、日本人駐在員及び当該駐在員を雇用する日

系企業は、それぞれ法律で定められた積立料率に従っ

て、保険料を支払わざるを得ませんでした。 

それにも関わらず、協定発効前は、EPF については、

当該駐在員の年齢が５５歳に達しなければ引き出しが

できないとされており、EPS については、①１０年以

上の加入期間があること、かつ、②当該駐在員の年齢

が５８歳に達していること、という要件が満たされて

いなければ年金の支払いを受けることができなかった

ため、保険料が掛け捨てとなるケースが生じていまし

た。 

そこで、協定では、この問題を解消するため、EPF

については、日本人駐在員がインドの現地会社の被用

者でなくなったときvに（協定発効前に既に駐在を終

えている駐在員については、協定発効日からvi）積立

金の引き出しができる旨が定められ、また、EPS につ

いては、①の加入期間の算定にあたって日本での社会

保険への加入期間も通算されることになりvii、仮に日

本での加入期間を通算しても１０年に満たない場合は、

インドの現地会社を退職したときに、年金に代わって

脱退給付金を受けられる旨が定められましたviii。 

以上の内容を整理すると、下表のとおりとなります。 

 

◆EPFの引き出し 

協定発効前 協定発効後 

年齢が５５歳に達した

ときに、引出しが可能

になる。 

ただし、当該駐在員が

５５歳以降も引き続き

現地会社で勤務する場

合は、その会社を引退

したときに、引き出し

が可能になる。 

【協定発効後も引き続き

インドに駐在する駐在

員】 

インドの現地会社の被用

者でなくなったときに、

引出しが可能になる。 

【協定発効前に既に駐在

を終えている駐在員】 

協定発効日である２０１

６年１０月１日から引き

出しが可能になる。 

 

 ◆EPSの受給権取得 

協定発効前 協定発効後 

①１０年以上の加入期

間があること 

②当該駐在員の年齢が

５８歳に達しているこ

と 

（上記①②のいずれも

必要） 

①の加入期間の算定にあ

たっては、日本での社会

保険への加入期間も通算

する。 

また、日本での加入期間

を通算しても、１０年に

満たない場合は、インド

の現地会社の被用者でな

くなったときに、脱退給

付金を受け取ることがで

きる。 

 

この制度改正により、保険料は掛け捨てにならず、

EPF については、駐在期間終了時（又は２０１６年１

０月１日）に引き出すことができるようになりました。

また、EPS については、インドでの加入期間が１０年

に満たない場合であっても、日本で厚生年金保険に加

入していた時期を通算して１０年以上になれば、年金
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の支給が受けられることになりました。もっとも、

EPS については、協定発効後も、当該駐在員が５８歳

にならなければ支給を受けられないことに留意が必要

です。 

 

３ まとめ 

 以上のとおり、協定は、日本人駐在員のインドの社

会保障制度への加入義務を緩和し、さらに、これまで

に支払った保険料の掛け捨ての問題を解消するもので

あり、日系企業及び日本人駐在員の経済的な負担を軽

減し、インド進出・インドでのビジネス展開をより行

いやすくするものといえます。 

 

                                                           
i
    協定第 6条 
ii
   協定第 7条 1項 

iii
  協定第 7条 2項 

iv
  協定第 27条 4項 

v
   協定第 18条 2項(a) 

vi
  協定第 18条 2項 

vii
 協定第 13条 2項 

viii
 協定第 18条 2項(b) 


